
令和５年度  橋本小学校いじめ防止基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 

○あかるく強い子 

○すなおで思いやりのある子 

○みずから学びとる子 

○はたらきに喜びのもてる子 

○なかまと歩む子 

 

 

 【家庭・地域との連携】 

・橋本小学校ＰＴＡ 

・自治会 

・公民館 

・こども会 

・学校安全ボランティア 

・青少年健全育成協議会 

・ファミリーデー 

・個人面談、教育相談 

・学校だより 

・学年だより等 

【関係機関との連携】 

・教育委員会 

・青少年相談センター 

・児童相談所 

・緑子育て支援センター 

・相模原北警察署 

・民生、児童委員 

・近隣小、中学校 

・近隣幼稚園、保育園 

・子どもセンター 

・旭中学校区小中連携教

育推進協議会 

【いじめの未然防止】 

 いじめは、すべての児童に関係することと捉え、安心して学習等に取り組むことができるよ

う、学校内外を問わず、いじめに向かわせないための心を耕し、いじめの未然防止に努める。 

（１）児童が主体的に参加・活動できるような授業づくりや集団づくりを行う。 

・一人ひとりを大切にした、個に応じたわかりやすい授業づくり 

・安全、安心に過ごせるルールある集団づくり 

・主体的に取り組める特別活動の充実 

（２）教育活動全体を通して、児童の自己有用感を高める取組 

 ・心の通い合うあいさつができる児童の育成 

 ・人との触れ合い、伝え合いを大切にする機会の充実 

・異年齢交流の充実 

（３）教育活動全体を通して人権教育、道徳教育の充実、読書活動、体験活動等を推進する。 

 ・他者の気持ちを共感的に理解するなどの情操を育む読書・体験活動、道徳教育の充実 

 ・児童の人権を尊重したルールづくり 

 ・教職員の研修による人権意識の育成 

（４）いじめに係わる教職員間の共通理解や児童、保護者への周知徹底 

 ・いじめ（インターネット等によるいじめを含む）について、校内研修等で積極的に取り上

げ、平素から共通の理解を図るとともに、児童、保護者に対しても周知徹底を図る。 

 ・外国につながりのある児童、性同一性障害及び、性的指向、性自認に係わる児童について

教職員への正しい理解の促進 

（５）学校、ＰＴＡ、地域の関係団体等と連携した取組の推進 

 ・家庭、地域との連携、ＰＴＡ活動を中心とした協働活動の推進 

 ・保護者ボランティアや地域教育力の積極活用 

 ・地域、保護者と一体になり、児童を見まもり、育てる環境づくり 

【校内組織】 

【橋本小学校いじめ防止対策委員会】 

事案発生時は、緊急会議招集 

構成：校長、副校長、教務主

任、児童支援専任教諭、支援教

育コーディネーター、養護教

諭、学級担任、学年主任、青少

年教育カウンセラー、スクール

ソーシャルワーカー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【いじめへの対処】 

発見・通報によりいじめの疑いを発見した場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに

組織的に対応する。 

（１）正確な実態把握から、組織的な判断をする。 

当事者双方や周りの子どもからの聞き取り等を行い、情報収集と記録、いじめの事実 

関係の把握などに努める。いじめであるか否かの判断は組織的に行う。 

（２）いじめの指導体制、方針決定（いじめ防止対策委員会の開催） 

教職員全体で共通理解を測り、指導のねらいを明確にする。問題に対して、一人で抱え

るのではなく、校長を中心に指導体制を整える。教育委員会、関係諸機関と連絡調整・連

携を密に行う。 

（３）児童への指導・支援 

・いじめられた子どもの保護に努め、心配事や不安を取り除く。 

・教育的配慮を十分行い、毅然とした態度で加害者児童等に指導を行う。 

・加害児童の保護者についても、躊躇なく招集し、厳正に指導していく。 

 

 

 

 

 

 

特定の教職員のみで対処することなく、速やかに組織的に対応する。 

【いじめの早期発見】 

 いじめを行わないよう、また、いじめを認識しながらこれを放置することなく、すべての児

童がいじめの問題に関して理解を深め、お互いに尊重し合う意識や態度を育てることをめざ

す。 

（１）日常的な行動観察（記録や共通理解）、児童の様子に目を配りすべての児童の状況把握

に努める。 

 ・お互いを認め合う、思いやりのある学校づくり 

 ・教職員による日常的な情報の共有 

 ・職員会議、打ち合わせ等での情報の共有と共通理解 

（２）定期的なアンケート調査や教育相談（随時）などにより、児童がいじめを訴えやすい体

制を整える。 

 ・定期的なアンケート調査と、複数教職員による結果の分析と指導 

 ・児童との面談、及び児童がいじめを訴えやすい雰囲気づくり 

 ・教育相談、家庭確認、懇談会、個人面談などでの情報の共有 

（３）在籍する児童及びその保護者、教職員がいじめ等について、どの教職員でも相談を行う

ことのできる体制を整備する。 

 ・教育相談日、相談室の開設日の周知や積極的活用の働きかけ 

 ・児童、保護者と教職員との日頃からの信頼関係の構築 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆橋本小学校いじめ防止基本方針 

 

１ いじめの防止等の取組を推進していく基本理念 
いじめは、どの学級でもどの児童にも起こり得ることから、誰もが安心して

学校生活を送れるように、全教職員が共通理解を図り、同一歩調の下で人権教

育を推進しながら、いじめのない学校づくりに取り組んでいく。 

また、学校と地域、家庭、その他の関係機関との連携も積極的に行う。 

 

２ いじめの防止等の対策のための組織 
   学校内において以下の構成員により、いじめ防止等の組織的な取組を推進

するための組織を置く。 

この組織を中心として全教職員で共通理解を図り、学校全体でいじめ対策

を行う。 

○ 組織名称：橋本小学校いじめ防止対策委員会  

○ 構成員：校長、副校長、教務主任、児童支援専任教諭、支援教育コーデ

ィネーター、養護教諭、学級担任、学年主任、支援教育担当、青少年教

育カウンセラー、スクールソーシャルワーカー 

○ 委員会の取組内容 
① いじめの未然防止、早期発見の取組を企画、推進する。 

② いじめへの速やかな対応が適切にできるよう協議する。 

③ 家庭・地域・関係諸機関との連絡・協力体制をとる。 

④ 重大な事案が発生した場合等、校内緊急対応組織として機能する。 

 

３ いじめの未然防止の取組 
いじめはどの児童にも起こりうるという事実を踏まえ、すべての児童を対

象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。 

 

（１）児童が主体的に参加・活動できるような授業づくりや集団づくりを行

う。 
① 一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくり 

 ・授業研究、校内研究などの公開授業 

  表現力やコミュニケーション力を養い、様々な教科・活動をとおして、人

と人とが触れ合い、伝え合おうとする児童の育成に努める。 

② 安心して挑戦できる集団の雰囲気づくり 

  ・「橋本小学校のやくそく」の確認と振り返り 

 ・３つの合い言葉「あいさつ」「あんしん・あんぜん」「やさしさ」の確認 

 ・主体的に取り組める特別活動の充実 

  児童会活動、委員会活動などの主体的な運営 

 

（２）教育活動全体を通じ、児童の自己有用感を高められる機会を充実させ

る。 
① 心の通い合うあいさつができる児童の育成 

  明るく元気な挨拶が行き交う学校風土を醸成する。あいさつは、相手の存

在を認める第一歩である。あいさつを返すことは自分も相手を認めることに

なり、互いに良好な関係を構築することができ、いじめを生まない風土を創

っていく。 

② 感動や実感を育む体験学習等の実施 

  国際交流、校外学習、職場体験、宿泊体験学習、修学旅行など 

 



 

③ 異学年交流 

 上級生が下級生の世話をし、下級生は上級生の姿を見て学ぶという異学年 

交流を通して、人の役に立つ喜びを感じ、自信を持つことができるような取

り組みとする。また、心が通い合うことでいじめを 生みにくい風土を創る。 

 

 （３）教育活動全体を通じて、人権教育、道徳教育の充実を図るとともに、体

験活動、読書活動などを推進する。 
  ① 人権教育の充実 

自分の大切さとともに、他の人の大切さを認めることができ、単に理解にとど

まることなく態度や行動に表れるようになることをめざす。 

② 道徳教育の充実 

「いのち」のかけがえのなさや、夢や希望をもって生きること、人への思いや

り、互いに支え合って生きることの大切さなどを実感する「いのちの授業」の

実施 

③ 体験・読書活動の充実 

福祉体験や植物の栽培体験を通して、思いやりのあるやさしい心を育むととも

に、ボランティアと連携し、読み聞かせを積極的に行い、本との出会いの場を

広げ豊かな情操を育む。 

④ 東日本大震災等により被災した児童について、当該児童が受けた心身への影響

を十分に理解し、適切な支援を行う。 

 

（４）いじめ（インターネット等によるいじめを含む）について、表面的・

形式的になることなく、校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、平素

からの共通理解を図るとともに、児童、保護者、地域に対しても周知徹

底を図る。 
  ① 校内研修 いじめについての人権研修、道徳研修、情報モラル研修 

  ② 外国につながりのある児童、性同一性障がい及び、性的指向、性自認に係

わる児童等について、教職員への正しい理解の促進 

③ 震災等により被災した児童について、当該児童が受けた心身への影響を十

分に理解し、適切な支援を行う。 

  ④ 児童指導支援会議による、いじめの未然防止策の構築 

  ⑤ いじめ防止について、保護者、地域への情報発信 

 

（５）学校、ＰＴＡ、地域の関係団体等と活動を共にする場や、いじめの 

  問題について協議する機会を設けるなど、家庭及び地域との良好なコ 

ミュニケーションの場の構築に向けた取組を推進する。 
     ① 家庭、地域との連携、ＰＴＡ活動を中心とした、協働活動の推進 

     ② 登下校安全ボランティアや、地域教育力の積極的な活用 

③ 地域、保護者と一体となり、児童を見守り、育てる環境づくり     

 

４ いじめへの早期発見の取組 
日頃から一人ひとりの児童に対する見守りや、信頼関係を構築することに

努め、児童が示す小さな変化を見逃さないようにアンテナを高く保つ。 

 

（１）日常的な観察を充実させ、児童の様子に目を配る。 
 ① お互いを認め合う学校づくり 

 ② 担任や学年教職員、養護教諭等、全教職員による日常的な情報の共有 

 ③ 会議、打ち合わせ等での情報の共有 

 

 



（２）アンケート調査や、教育相談の実施等により児童がいじめを訴えや 

すい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。 
  ① 定期的なアンケート調査による実態把握 

  ② 教育相談の実施（アンケート実施語、聞き取りが必要な場合行う）、及び児

童がいじめを訴えやすい雰囲気づくり 

  ③ 児童支援専任教諭、支援教育コーディネーターによる日々の教室巡回 

  ④ 家庭確認や個人面談、懇談会で得た情報の共有 

 

（３）在籍する児童及び保護者、教職員がいじめに関する相談を行うこと 

ができる体制を整備する。 
  ① 教育相談日、相談室の周知や積極活用の働きかけ 

  ② 児童、保護者と教職員の信頼関係の構築 

  ③ 現体制がいじめ防止に、適切に機能しているかなどの、体制の定期的な確認 

 

５ いじめの対処 
発見・通報によりいじめを認知した場合には、特定の教職員で抱え込まず、

速やかに組織的に対応する。 

 

（１）被害児童を守り通すとともに、いじめをやめさせ、その再発防止の 

ために、教育的配慮のもと、き然とした態度で加害児童等を指導する。 
  ① 被害児童の保護、安全の確保を図るとともに、丁寧かつ速やかに事実確認を

行う。 

  ② 関係児童及びその保護者、集団全体（学級等）への支援、指導、助言 

  ③ 関係する保護者への丁寧な説明 

 

（２）教職員全員の共通理解、保護者の協力、教育委員会への報告、関係・ 

専門機関との連携のもとで対応する。 
   ○学校教育課（人権・児童生徒指導班） 

   ○青少年教育カウンセラー、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ） 

   ○各警察署、県警少年相談、保護センター 

  ○青少年相談センター 

   ○児童相談所、緑子育て支援センター 

 

（橋本小学校いじめ問題に対する対応経路） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ発見・通報 

関係児童の担任・学年主任 

該当学年教職員で 

①被害児童の保護 

②事実確認 

③加害児童への指導 

・児童支援専任教諭 

・支援教育コーディネ

ーター 

校長・副校長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 重大事態への対処 
重大事態が発生したとの疑いがある場合は、教育委員会による指導及び支

援を得ながら調査を行う。 

調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生防止に資するため

に行うものである。 

 
（１）重大事態が発生した場合は、その事態に対処するとともに、速やかに組織を

設け、事実関係を明確にするために、関係する児童や教職員に対する調査を

行う。 

（２）重大事態の発生を認定したときには、教育委員会を通じて、速やかに市長へ

重大事態発生について報告する。 

（３）調査の結果、明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童及び保

護者に対し、個人情報に配慮した上で適切に報告する。 

 

 

 

いじめ防止対策委員会を中心として 

○全教職員で 

①被害児童及び保護者を支える体制づくり 

②加害児童への再発防止のための継続指導 

③集団全体（学級、学年、全校、遊び仲間等）への指導 

○関係機関との連携 

情報の共有、具体的な支

援・指導の検討、確認、 

役割分担 

重大事態とは 

・いじめにより、児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認

めるとき。 

・いじめにより、児童が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑

いがあると認めるとき。 

 

いじめ防止対策委員会で 

情報を共有し、対応を検討 

全教職員による共通理解 

教育委員会・関係機関へ連絡 

担任が保護者へ連絡（複数対応） 


